
12月22日（金）、令和６年度税制改正大綱が閣議決定され、この中
で外国人旅行者向けの免税制度について、安く購入した商品が日本
国内で転売されるという制度の不正利用が相次いでいる現状を踏まえ、
購入時は免税せず、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが
確認された場合に免税額を還付する制度への見直し（タックスリファ
ンド型制度の導入）が盛り込まれました。制度の詳細は、外国人旅行
者の利便性向上や免税店の事務負担の軽減、さらに空港等での混雑
防止の確保を前提として、令和７年度税制改正において結論を得ると
されています。
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タックスリファンド型制度の導入を検討へ！

～空港業務の負担増とならないよう注視が必要！～
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（消費税を支払わず）

商品が手元になくても出国可能

日本国内で転売が横行

導入後

一般と同じ価格で購入
（消費税も支払う）

商品確認後に免税額を還付

購入記録は税関に

「タックスリファンド型」は諸外国でも先行事例があり、旅客の利便
は高いとされている一方、空港業務を担う航空会社の新たな負担となる
可能性もあり、人材不足や省人化技術の導入など足下の課題との整合が
図られるよう、具体的な制度設計を注視していく必要があります。

＜タックスリファンド型制度の導入イメージ＞
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